
（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について 

○ 長期入院精神障害者の地域移行を進めるにあたっては、精神科病院や地域援助事業者に
よる努力だけでは限界があり、自治体を含めた地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推
進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂
的（インクルーシブ）な社会を構築していく必要がある。 

○ このため、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよ
う、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことを、新たな政策理念とし
て明確化する。 

○ 具体的には、 

① 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するため、障害保健福祉圏域ごとの
保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地
域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築する。 

② 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備する
ことによって、地域生活への移行が可能であることから、平成32年度末・平成37年（2025年）
の精神病床における入院需要（患者数）及び、地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）の目
標を明確にした上で、障害福祉計画等に基づき基盤整備を推し進める。 

○ 平成30年度からの障害福祉計画、介護保険事業計画、医療計画に基づき、地域の精神保
健医療福祉体制の基盤整備を計画的に推し進められるように、平成29年度においては、「精
神障害者地域移行・地域定着支援事業」「難治性精神疾患地域連携体制整備事業」を活用し、
効果的な保健・医療・福祉の一体的な取組の実施と、実効性のある計画づくりに取り組んでも
らいたい。 
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○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合
いが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。 

○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事
業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科
医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。 

安心して自分らしく暮らすために･･･   

社会参加（就労）・地域の助け合い 

住まい 

 ・自宅（持ち家・借家・公営住宅等） 
 ・サービス付き高齢者向け住宅  等 

企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO 等 

    市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村 

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所 

バックアップ 

バックアップ 

・地域包括支援センター（高齢） 

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談） 
・発達障害者支援センター（発達障害） 
  ・保健所（精神保健専門相談） 
  ・障害者就業・生活支援センター（就労） 
  ・ハローワーク（就労） 

・市町村（精神保健・福祉一般相談） 
・基幹相談支援センター（障害） 

病気になったら･･･   

 医療 
 

お困りごとはなんでも相談･･･   

様々な相談窓口 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・精神科デイケア・精神科訪問看護 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･   

   障害福祉・介護 

（介護保険サービス） 
■在宅系： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 

・福祉用具 

・24時間対応の訪問サービス 等 

■介護予防サービス 

■地域生活支援拠点 

（障害福祉サービス） 
■在宅系： 
・居宅介護 ・生活介護 
・短期入所  
・就労継続支援 
・自立訓練 等 

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター 

バックアップ 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 等 

■施設・居住系サービス 
・施設入所支援 
・共同生活援助 
・宿泊型自立訓練 等 

日常生活圏域 

基本圏域（市町村） 

障害保健福祉圏域 

※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏域
単位での構築を想定 

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築にあたっては、障害保健福祉
圏域ごとに、精神科医療機関・その他の
医療機関・地域援助事業者・市町村によ
る連携支援体制を確保 

通所・入所 通院・入院 

圏域の考え方 

訪問 
訪問 
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